
④ 歴史的な樹木を守る仕組みづくりの方向性

• 基本的には歴史的建造物と同様、所有者に寄り添う姿勢です。
• 歴史的な樹木については、保護樹木制度との連携も重要であると考えます。

所有者が進んで保存したくなる仕組み

• 良好な景観形成に資する、歴史的な樹木の維持
保全に対する補助金制度の創設

• 環境課との連携による、保護樹木等への所有者
への働きかけや情報発信

保存したい所有者が負担なく保存できる仕組み

• 景観重要樹木よりも登録や解除が比較的容易にで
きる、緩やかな枠組みの制度の創設

仕組みづくりのイメージ(案)

所有者に対して規制的な手法で
はない緩やかな枠組みでの制度

歴史的な樹木の保存に対して、
庁内での連携体制を整える

行政と所有者が定期的に接点を
持てるような取組

方向性(案)

①

②

③

資料２－４

1



④ 歴史的な樹木を守る仕組みづくりの方向性

所有者が
進んで保存したくなる仕組み

• 良好な景観形成に資する、歴
史的な樹木の維持保全に対す
る補助金制度の創設

• 環境課との連携による、保護
樹木等への所有者への働きか
けや情報発信

保存したい所有者が
負担なく保存できる仕組み

• 景観重要樹木よりも登録や解
除が比較的容易にできる、緩
やかな枠組みの制度の創設

仕組みづくりのイメージ(案)
区が歴史的建造物等を守る仕組みづくりを

進める上での方針（案）

• 歴史的な樹木を守る仕組みづくりのイメージ（案）としては、概ね歴史的建造物と共通しているもの
と考えられるため、方針（案）についても共通のものとして考えています。
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区・所有者・区民・
事業者等が協力し、
官民連携で持続可
能な保存・活用を
推進

方針（案）
常にまちが変化し続ける港区において、区の歴史と未来をつなぐ
歴史的建造物等を守り、育て、親しみ、その周辺のまちなみとの

調和により、港区らしい都市景観の形成を目指す

調査

保存・活用 普及啓発



④ 歴史的な樹木を守る仕組みづくりの方向性

具体的な取組や仕組み(案)

調査

保存・
活用

普及
啓発

調査の拡充
• 環境課との連携による、保護樹木等の所有者への働きかけや情報発信

等

保存・活用を促進するための所有者支援
• 景観重要樹木よりも登録や解除が比較的容易にできる、緩やかな枠組みの制度の創設
• 良好な景観形成に資する、歴史的な樹木の維持保全に対する補助金制度の創設
• 相談窓口の設置・積極的な情報提供（パンフレット等）

等

→ 歴史的建造物に対応する仕組みと合わせて実施

歴史的な樹木の保存・活用者の顕彰
• 歴史的な樹木の保存活用事例の顕彰（所有者や活用者への表彰やプレート等の贈呈）
区の観光・プロモーション制度による情報発信
• 歴史的な樹木を取り上げた観光ルートやツアーの組成

等

• 一部の取組や仕組みについては、歴史的建造物に対応する仕組みと合わせて実施していくことも
考えられます。
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年次計画

令和９年度～中期

令和８年度～令和９年度
令和８年度～令和９年度
令和８年度～令和９年度

令和８年度～令和９年度

長期


